
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】社会福祉法人所沢市社会福祉協議会 企画総務課 

電 話：２９２６-８２０２ ＦＡＸ：２９２５-３４１９  

メール：8202ｔ@toko-shakyo.or.jp 

〇社会福祉協議会では、職員を出前講座の講師として派遣いたします。 
（午前１０時から午後９時までの間の１２０分以内となります） 
 

〇出前講座の内容は、福祉一般、ボランティア活動など、可能な限り

ご希望に応じます。 
 

〇市内に在住する方または市内に通勤・通学する方で構成する１０人

以上の団体・グループが対象です。 

（実施日の１ヶ月前までに所定の申請書でお申込みください）    
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※一部材料費等がかかる場合があります。 

令和 6年 10月 1日改定 



 

 

社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会 出前講座事業 実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、市民の求めに応じ社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会（以下「本会」とい

う。）の職員を講師として派遣し、当該職員が担当する分野についての講座や実習等を実施する

ことにより、市民の福祉への理解、地域福祉の推進を振興し、併せて本会に関する理解を深め、

支え合いのまちづくりにおける市民との協働を推進することを目的とする。  

（名称） 

第２条 この講座の名称を社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会 出前講座という。 

２ 市民がこの講座に親しみをもち、活用しやすくするために、愛称を「福祉の事を学びま専科」

とする。 

（対象） 

第３条 出前講座は、市内に在住する者又は市内に通勤・通学する者で構成する１０人以上の団

体・グループを対象とする。 

（内容） 

第４条 出前講座の内容は本会会長が別に定める。 

２ 前項に規定する項目以外の講座の開催について要望が出された場合は、可能な限り要望に沿う

よう努めるものとする。 

（実施時間及び場所） 

第５条 出前講座は、１２０分以内とし、原則平日の午前１０時から午後９時までの間で申込のあ

った時間に実施する。 

２ 出前講座の実施場所は、市内に限るものとする。 

（申し込み等） 

第６条 出前講座を受講しようとする団体の代表者（以下「申込者」という。）は、受講しようと

する日の１ヶ月前までに、出前講座申込書（様式第１号）を本会会長に提出しなければならない。 

２ 出前講座を受講するために必要な施設は、申込者の責任において用意するものとする。 

（決定） 

第７条 本会会長は、前条第１項の申込があったときは、受講の可否を決定し、出前講座 受講決

定通知書（様式第２号）により申込者に通知するものとする。 

（受講の制限） 

第８条 本会会長は、次の各号の一に該当するときは、出前講座の受講を許可しない。 

(1) 政治活動、宗教活動又は営利を目的とした催し等を行うおそれのあるとき。 

(2) 前号に掲げるもののほか、出前講座が適当ではないとき。 

（変更等の届出） 

第９条  第７条の規定により出前講座の受講の決定を受けたものは、実施日時、場所その他の申

込事項を変更しようとするとき、又は出前講座の受講を取りやめようとするときは、速やかに本

会会長に届け出て、本会会長の承認を受けなければならない。 

（費用） 

第１０条 出前講座の受講に係る費用は、無料とする。ただし、教材費その他の実費は、団体・グ

ループの負担とする。 

（事務局） 

第１１条  出前講座の事務局は、総務担当課とする。 

２ 講師派遣等に係る事務は、講師の所属する課等において行う。 

（委任） 

第１２条  この要綱に定めるもののほか必要な事項は、本会会長が別に定める。 
 
 

附 則 

この要綱は、平成２４年６月１日から施行する。 

 この要綱は、平成２５年４月１９日から施行する。 

 この要綱は、平成 25年 7 月 2 日から施行する。 



 

 

 令和 6年 10月 1日改定  

 
〇出前講座の流れ 
 
１ 出前講座メニューから内容を選ぶ 

     ↓ 

２ 所定の申込書で所沢市社会福祉協議会に申し込む 
     ↓ 

３ 受講決定通知書にて結果のご連絡 

     ↓ 

４ 出前講座の開催 
 
 
 
 
 

〇出前講座メニュー 
 

～ぜひ知ってほしい！～ 
 講座名 内容 

1 社協って何？ 
所沢社協の取り組みなど 

2 
地域福祉活動計画 in 所沢「と

ころWITH プラン」 

「ところ WITH プラン」概要（基本目標・実施計画・

活動方針）/具体的な取り組み/所沢市地域福祉計画との

連携 

3 
コミュニティ・ソーシャル・

ワーカー（ＣＳＷ）とは？ 

CSW（コミュニティ・ソーシャル・ワーカー）の取り

組みの紹介/地域福祉サポーターとの関わり 

4 地域の支え合い活動って？ 
ちょっとした困りごとを地域の見守り活動/生活支援体

制整備の概要 

5 
はじめてみませんか？ボラン

ティア 

初めてボランティア活動を行う方向けの心構えやボラ

ンティア活動の紹介/活用できる助成金 

6 災害ボランティアセンター 
災害ボランティアセンターの役割/災害時のボランティ

ア活動/所沢社協の取り組み 

7 こどもの居場所 
こども食堂や学習支援など/こどもの居場所・こども支

援事業 

8 赤い羽根共同募金 
共同募金の歴史/特徴・募金の種類/所沢市支会の実績/

配分金の活用など 

 
 

 

 

 



 

 

～知ってトクする！～ 
 講座名 内容 

9 わかりやすい「成年後見制度」 
成年後見制度の概要や事例の紹介など 

10 ファミリーサポートセンター 
相互援助活動について/利用方法、援助活動（養成講座、

フォローアップ、サロン等） 

11 
これで安心 介護保険 ～申

請からサービス利用まで 

介護保険の概要/サービスの内容から利用の仕方まで 

 

12 生活福祉資金 生活福祉資金の概要や制度など 

13 生活困窮者自立支援制度 
生活困窮者自立支援制度の概要 

14 障がい理解 
障害者の特性や必要な配慮/利用できる障害福祉サービ

スや制度 

15 
障がいのある方の働き方を知

る 

障害者雇用や福祉的就労の概要/支援機関の役割・機能

に関する説明 

16 
知的障がい・自閉症を知ろう

～サポート講座～ 

知的障がいや自閉スペクトラム症の特徴のある人の日

常生活/どのようなサポートが必要か 

17 
生活介護事業所について知ろ

う 

障がいのある方が生活介護事業所の中で、どのような日

中活動をしているのか/地域の中での取り組みなど 

18 
手話によるコミュニケーショ

ンの世界 

派遣事務所の事業概要/聴こえない人の暮らし/音声以

外のコミュニケーション方法/簡単な手話表現 

19 感染症予防（嘔吐物処理） 
感染症対策についての基礎知識/嘔吐物の処理方法など 

20 感染症予防（手洗い） 
感染症対策についての基礎知識/手洗い実践方法 

 

～やってみよう！～ 
 講座名 内容 

21 
今からはじめるフレイル予防

教室 

フレイル予防について説明と実技 

22 車いすの基本操作を学ぶ 

車いすの名称や役割などの基本的な知識と操作の説明/

乗車、介助の体験※車いすの用意（種類・台数等）につ

いてはご相談ください。 

23 四季を彩るオーナメント作り 
ハロウィンやクリスマスなど、四季に合わせたオーナメ

ントの製作（※材料費等、応相談） 

24 
子育て世代の方向けのリフレ

ッシュ体操 

理学療法士が考えた肩こりや腰痛予防になるストレッ

チや体操 

 

25 リクエスト講座 
ご希望の講座がない場合はご相談ください。 

メニュー以外でも実施できる場合があります。 
 


